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郡上藩江戸蔵屋敷開設委託業務仕様書 

 

１．目的 

  首都圏において郡上市（以下「本市」という。）の地域資源の魅力を伝えることで、本市に深

く関わる人や資源を活かす人を育てるとともに、本市の価値（資源）の学びを通して、生き方、

暮らし方の見つめ直しと再発見の場を創出する。さらに、歴史資産、文化資産を守り継承する

ために培われた知識や技をストックし発信するとともに、過去から現在に至るまで生み出され

た郡上の「逸品」を掘り起し、郡上ブランドへと発展させるために「郡上藩江戸蔵屋敷」を開

設する。 

今年度は特に「モノ」から繋がる関係人口の創出をテーマとし、Afterコロナを見据えた首都

圏でのイベント展開を想定しつつ情報の蓄積と発信等を行い、幅広い関係人口の拡大を目指す。 

  

 

２．委託業務名称 

  郡上藩江戸蔵屋敷開設委託業務 

 

３．業務概要 

本業務を受託した者（以下「受託者」という。）は、以下に掲げる本事業について、事業の目

的、概要に沿って、企画し実施すること。なお、以下の事業については、原則仕様で示した内

容を基本として進めることとするが、本事業の目的達成に効果的な取組みを提案の上で実施す

ることも差し支えない。ただし、この場合は、市と協議のうえ実行するものとする。 

 

４．委託業務の内容・主な仕様 

（１）事業全体の企画・管理 

① 郡上藩江戸蔵屋敷事業のＰＲ・マネジメント 

② 郡上藩江戸蔵屋敷ＨＰの管理 

 ③ 次年度以降の継続実施に向けての企画及び運営方法の検討 

 

（２）蔵開き （地域資源の魅力発信とマッチング） 

 「モノ」からつながる関係人口創出というテーマに基づき、郡上産品の取材と情報発信、企画

商品を展開し、首都圏の人と郡上の「モノ」をつなぐ蔵開きを展開する。 

①取材と情報発信 

通販サイトのような単なる「モノ」の紹介とどまらず、郡上の産品の背景(歴史やこだわり、

作り手の思いや地域との関わりなど)を丁寧に取材し、ウェブ講座や動画、記事など、それぞ

れの「モノ」に適した媒体、手法において情報発信を行うこと。 

 ※テーマを設定し、それに関連する「モノ」を取り上げる。 

  条件：郡上の地域資源を活用した産品、郡上の伝統産業、新たに開発した地場産品など。 

     作られるようになった時期の新旧は問わない。 

取扱い内容例：郡上の酒、米、発酵食品、木工品、ケイちゃん、農産物、乳製品 など 



2 

 

 ※数量として、テーマは２つ以上。取材先は４か所以上とし、発信の手法は提案とするが、

動画又は記事（ＳＮＳは除く）の公開を４回以上行うこととし、最初の情報発信は、９

月初旬までに実施のこと。 

 

②「江戸蔵土産」の企画運営 

  昨年度好評であった「江戸蔵土産」を活用し、「モノ」の購入をきっかけとした関係人口づく

りにつなげ、首都圏等では購入できない市内産品や、事業者の枠を超えたセット商品などを企

画し、それに関わる歴史や「モノ」が出来上がるまでの過程、関わる人々などの取り巻く背景

も商品価値として発信する。周知・販売方法については、受託者の提案とする。なお、セット

内容の一部に①で取り上げた商品も含めることは可とする。 

・取扱品の企画  ２セット以上 

  ・市内事業者等との連絡調整と継続した販売体制の構築 

  ・取扱品のＰＲと首都圏への販路拡大に向けた提案  

※なお、１セット目は東京郡上人会で活用するため、９月初旬までに企画すること 

 

③蔵開きの運営管理 

 ・事前告知及び参加者管理（募集・受付・諸通知） 

・会場デザインづくり 

・記録（写真・動画）の編集、レポート作成、HPへの掲載 

  ・取材先又は講師、事業者、関係団体連絡調整 

  ・参加者への継続的なフォローアップ 

 

（３）オンライン交流会 

今年度を含め５年間実施してきた郡上藩江戸蔵屋敷の総括や、新たな参加者獲得をはじめと

した今後の展望について、これまで関わってきたスタッフや講師、参加者によるオンラインを

活用した交流会（意見交換会）を企画し運営する。 

開催回数は１回。使用するソフト（アプリケーション）は、受託者の提案による。 

 ① 交流会の企画運営（詳細プログラム作成、進行全体の組み立て含む） 

 ② 事前告知及び参加者管理 

③ 当日の進行管理（コーディネート）、会場デザインや資料づくり 

④ 記録（写真・動画）の編集、レポート作成、HPへの掲載 

 

５．委託業務の実施体制 

  委託業務の実施にあたっては、企画、管理、広報周知、映像などの制作、成果報告書作成に

ついて制作責任者を置くこと。また、制作責任者とは別に事業全体を統括する者を置くこと。 

 

６．市内で活動する地域づくり団体等の積極的な連携と活用 

 本市において、地域資源の活用により地域の活性化や持続的な地域経営等に取組む地域づく

り団体や地場産品の生産者などを掘り起し、積極的な連携と活用を図ること。また、郡上藩江
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戸蔵屋敷を継続させるため、郡上市内外の多様な団体との連携し、運営手法の基本的な考え方

や開催手法を工夫すること。 

 郡上藩江戸蔵屋敷の郡上側拠点として「郡上八幡 町屋敷越前屋」を積極的に活用すること。 

 

７．打合せ協議 

本市との打合せ協議は、また、定期的（原則月 1回）にミーティング(オンライン可)を行う。

蔵開きの企画、周知、取材前などにも適宜協議の場を持ち、市との密接な連絡調整を確保して

本事業を進める。また、受託者は、打合せ協議の内容を記録し、速やかに記録簿を提出するも

のとする。 

 

８．連絡調整 

本業務の履行にあたっては、来庁、電子メール等により、本市監督員と緊密な連絡調整を図

るものとする。連絡調整の結果については、受託者が記録・整理の上、速やかに本市監督員へ

報告するものとする。本業務履行にあたり疑義が生じたときは、速やかに本市に報告するとと

もに、都度協議を行い、その指示を受けること。なお、本仕様書に定めがない事項については、

別途協議を行うものとする。なお、詳細プログラム策定時において新たに項目追加等必要にな

った場合は、速やかに協議を行うこと。 

 

９．契約期間  

契約日から令和４年３月１５日（火） 

 

１０．業務の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守 

受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。 

（２）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。

ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、本市と協議のうえ、業務

の一部を委託することができる。 

（３）個人情報保護 

受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、郡上市個人情報保護条例

（平成１６年３月１日条例第１１号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び

き損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（４）守秘義務 

受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益に

ために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

１１．業務の継続が困難となった場合の措置について 

本市と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置

は、次のとおりとする。 
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（１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本市は契約の取消し

ができる。この場合、本市に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者

が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他不可抗力等、本市及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継

続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整

わない場合には、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。   

なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円

滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。 

 

１２．成果品 

  受託者は、次の成果品を本市の定める期限までに提出すること。なお、成果品の所有権、著

作権、利用権は本市に帰属するものとする。 

 （１）各回講座や取材記事、交流会のレポート     ２部 

 （２）各種協議結果資料、記録簿及び報告書      ２部 

 （３）上記電子データ（加工可能なもの）        

 （４）その他本市が必要と認めた資料等 

  

１３．その他留意事項 

受託者は、本業務を進めていく上で、以下の点に留意すること。 

（１）本仕様書に明示がない事項、または業務上疑義が発生した場合には、両者協議により業務

を進めるものとする。 

（２）契約締結後、受託者は速やかに事業実施体制を整えること。また、事業の実施にあたって

は、本市と十分協議した上で行うこと。 

（３）業務完了後に、受託者の責任に帰すべき事由により成果品に不備等があった場合は、受託

者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担

とする。 

 

 


